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確
定
申
告
の
お
知
ら
せ

確
定
申
告
の
期
間

①
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税

２
月
16
日
（
金
）
～
３
月
15
日
（
木
）

　
１
月
４
日
（
木
）
か
ら
、
税
務
署

窓
口
に
作
成
済
み
の
所
得
税
の
還
付

申
告
書
を
提
出
で
き
ま
す
。

②
贈
与
税

２
月
１
日
（
木
）
～
３
月
15
日
（
木
）

③
個
人
消
費
税

１
月
４
日
（
木
）
～
４
月
２
日
（
月
）

申
告
に
関
す
る
提
出
・
相
談

①
平
塚
税
務
署
の
申
告
書
作
成
会
場

（
平
塚
市
庁
舎
１
階
多
目
的
ス
ペ
ー
ス
）

２
月
８
日
（
木
）
～
３
月
15
日
（
木
）

９
時
～
17
時（
受
付
は
８
時
30
分
～
）

※
土
日
祝
日
除
く
。
２
月
18
日（
日
）、

25
日
（
日
）は
臨
時
開
設
。

②
税
理
士
会
が
行
う
無
料
申
告
相
談

１
月
30
日
（
火
）、
31
日
（
水
）

午
前
の
部
　
９
時
30
分
～
12
時

午
後
の
部
　
13
時
～
15
時
30
分

場
所
　
保
健
セ
ン
タ
ー

確
定
申
告
等
の
作
成
案
内

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申

告
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
申
告
書
の

作
成
が
で
き
ま
す
。

h
ttp
://w
w
w
.n
ta.g
o
.jp
/

医
療
費
控
除
の
手
続
き
に
つ
い
て

　
平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、

領
収
書
の
提
出
が
不
要
（
自
宅
で
５

年
間
保
存
）
と
な
り
、
代
わ
り
に
「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」
の
添
付
が
必

要
と
な
り
ま
し
た
。

※
医
療
保
険
者
か
ら
交
付
を
受
け
た

医
療
費
通
知
を
添
付
す
る
と
、
明
細

の
記
入
を
省
略
で
き
ま
す
。
使
用
で

き
る
通
知
は
、
被
保
険
者
等
が
支

払
っ
た
医
療
費
等
の
額
が
記
載
さ
れ

て
い
る
も
の
に
限
ら
れ
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
神
奈
川
県
内
の
国
民

健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

の
医
療
費
通
知
は
、
被
保
険
者
等
が

支
払
っ
た
医
療
費
の
額
等
が
記
載
さ

れ
て
い
な
い
た
め
、
確
定
申
告
に
は

使
用
で
き
ま
せ
ん
。

※
平
成
29
年
分
か
ら
平
成
31
年
分
ま

で
の
確
定
申
告
に
つ
い
て
は
、
医
療

費
の
領
収
書
の
添
付
ま
た
は
提
示
に

よ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

問平
塚
税
務
署
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（
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作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク

☎
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５
７
０
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町
県
民
税
等
の
申
告
に
つ
い
て

　
町
の
確
定
申
告
受
付
の
日
程
等
は

広
報
２
月
号
に
掲
載
い
た
し
ま
す
。

問
税
務
課
　
☎
内
線
２
５
３

　
固
定
資
産
税
は
毎
年
１
月
１
日
に

土
地
・
家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有
さ

れ
て
い
る
方
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

　
次
に
該
当
の
方
で
、
申
告
・
届
出

が
な
い
場
合
は
、

１
月
31
日（
水
）

ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
土
地
・
家
屋
を
所
有
（
法
務
局
に

届
出
を
行
っ
て
い
な
い
方
が
対
象
）

・�

相
続
や
贈
与
な
ど
で
土
地
・
家
屋

の
納
税
義
務
者
を
変
更
し
た
。

・
納
税
義
務
者
が
亡
く
な
ら
れ
た
。

・
家
屋
を
取
り
壊
し
た
。

・
未
登
記
家
屋
を
取
得
し
た
。

・�

家
屋
を
29
年
中
に
新
増
築
し
た
が

町
の
家
屋
調
査
が
済
ん
で
い
な
い
。

・
土
地
や
家
屋
の
用
途
を
変
更
し
た
。

▼
償
却
資
産
を
所
有

　
１
月
１
日
現
在
の
償
却
資
産
の
状

況
に
つ
い
て
、
申
告
を
お
願
い
し
ま

す
。
な
お
、
該
当
の
事
業
者
に
は
申

告
書
を
郵
送
し
ま
す
。

▼
そ
の
他

　
耐
震
改
修
し
た
住
宅
の
固
定
資
産

税
の
減
額
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
に

伴
う
減
額
、
省
エ
ネ
改
修
に
伴
う
減

額
、
長
期
優
良
住
宅
に
か
か
る
特
例

措
置
に
つ
い
て
の
詳
細
に
つ
き
ま
し

て
は
、
税
務
課
へ
お
問
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
税
務
課
　
☎
内
線
２
５
５

確
定
申
告
の
送
付

　
平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
書
は
、

１
月
下
旬
の
発
送
予
定
で
す
。

　
平
成
28
年
分
以
前
に
確
定
申
告
書

を
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
作
成

さ
れ
た
方
の
う
ち
、
平
成
29
年
分
も

申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、

「
お
知
ら
せ
ハ
ガ
キ
」
等
に
よ
り
申

告
に
必
要
な
情
報
を
送
付
し
ま
す
。

確
定
申
告
書
の
窓
口
配
布

　
税
務
署
で
は
１
月
４
日
（
木
）、

役
場
税
務
課
窓
口
及
び
国
府
支
所
で

は
１
月
26
日
（
金
）（
土
日
祝
除
く

平
日
開
庁
時
間
）
か
ら
、
確
定
申
告

書
の
配
布
を
行
っ
て
い
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
つ
い
て

　
提
出
の
際
に
は
本
人
確
認
書
類

（
個
人
番
号
カ
ー
ド
ま
た
は
通
知

カ
ー
ド
・
身
元
確
認
書
類
）
の
提
示

ま
た
は
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

※
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方

は
、
１
枚
で
本
人
確
認
が
で
き
ま
す
。

※
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
お
持
ち
で
な

い
方
は
、
通
知
カ
ー
ド
と
運
転
免
許

証
等
の
身
元
確
認
書
類
が
必
要
で
す
。

※
代
理
・
郵
送
、
も
し
く
は
税
務
署

以
外
で
提
出
す
る
場
合
、
本
人
確
認

書
類
の
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

お
む
つ
代
が
医
療
費
控
除
さ
れ
ま
す

対
象
　
６
か
月
以
上
寝
た
き
り
の
状

態
で
常
時
紙
お
む
つ
の
使
用
が
必
要

と
認
め
ら
れ
た
方

必
要
な
書
類　

①
医
療
機
関
が
発
行
す
る
「
お
む
つ

使
用
証
明
書
」

　
な
お
、
前
年
度
に
引
き
続
き
お
む

つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
ら
れ
る

方
は
、
要
介
護
認
定
主
治
医
意
見
書

で
尿
失
禁
が
確
認
で
き
る
場
合
、「
お

む
つ
使
用
証
明
書
」
に
代
わ
り
、
町

福
祉
課
高
齢
福
祉
係
で
交
付
す
る

「
内
容
確
認
証
明
書
」で
代
用
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

②
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」

寝
た
き
り
高
齢
者
等
の
障
害
者
控
除

対
象
者
認
定
書
の
発
行

　
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
で
な
い
要

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
65
歳
以
上

の
方
で
、
寝
た
き
り
や
認
知
症
に
よ

り
障
が
い
者
等
に
準
ず
る
と
認
め
ら

れ
た
方
に
発
行
し
ま
す
。
確
定
申
告

の
際
に
提
出
す
る
と
障
害
者
控
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象
　
要
介
護
２
以
上
で
要
介
護
認

定
主
治
医
意
見
書
に
よ
り
、
町
が
知

的
障
害
者
及
び
身
体
障
害
者
に
準
ず

る
と
認
め
た
方
（
状
態
確
認
が
必
要

と
な
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
お
問
合

わ
せ
く
だ
さ
い
）。

問
福
祉
課
　
☎
内
線
３
０
２
・
３
１

５
・
３
１
６

固
定
資
産
税
の

申
告・届
出
は
忘
れ
ず
に
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　こ
ん
に
ち
は

　保
健
師
で
す

　新
し
い
年
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

今
年
も
健
康
で
、
笑
顔
あ
ふ
れ
る
年

に
し
た
い
で
す
ね
。

　さ
て
、
神
奈
川
県
で
は
健
康
寿
命

を
延
ば
す
た
め
に
「
未
病
を
改
善
す

る
」
と
い
う
考
え
方
を
広
め
て
い
ま

す
が
、
ご
存
じ
で
す
か
。

　「
未
病
」
と
は
、
心
身
の
状
態
が

「
健
康
」か「
病
気
」か
の
ど
ち
ら
か
に

分
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
二
つ

の
間
を
行
っ
た
り
来
た
り
と
連
続
的

に
変
化
し
て
い
る
そ
の
間
の
こ
と
を

言
い
ま
す
。
自
分
の
未
病
の
状
態
を

チ
ェ
ッ
ク
し
、
改
善
に
向
け
て
生
活

を
見
直
し
、
変
え
る
こ
と
で
、
長
い

間
仕
事
や
趣
味
、
社
会
参
加
と
自
立

し
た
活
動
を
で
き
る
と
い
う
こ
と
で

す
。

町
で
行
っ
て
い
る
未
病
対
策

　年
齢
を
重
ね
、
気
付
か
ぬ
う
ち
に

衰
え
る
筋
力
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
「
ロ

コ
ミ
ル
（
運
動
器
健
診
）
」
を
行
っ

て
い
ま
す
。
筋
力
の
衰
え
が
あ
っ
た

方
は
、
「
ア
ン
チ
ロ
コ
モ
教
室
」
で

筋
力
ア
ッ
プ
運
動
を
学
び
、
生
活
の

中
に
取
り
入
れ
な
が
ら
関
節
症
や
膝

痛
・
腰
痛
な
ど
の
不
都
合
が
起
こ
ら

な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、

教
室
で
は
認
知
機
能
の
チ
ェ
ッ
ク
と

認
知
機
能
ア
ッ
プ
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

も
行
っ
て
い
ま
す
。

歯
と
口
腔
の
未
病
改
善

　健
康
の
入
り
口
は
歯
と
口
腔
か
ら

始
ま
る
と
考
え
、
町
で
は
今
年
度

「
歯
と
口
腔
の
健
康
づ
く
り
推
進
条

例
」を
制
定
し
ま
し
た
。

　口
か
ら
栄
養
を
摂
り
、
身
体
を
つ

く
る
こ
と
、
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
り
な
が
ら
様
々
な
社
会

参
加
を
す
る
に
も
歯
や
口
腔
の
状
態

が
影
響
し
ま
す
。
町
で
は
、
「
お
あ

し
す
24
健
康
お
お
い
ぞ
」や「
成
人
歯

科
健
康
診
査
」、「
介
護
予
防
教
室
」

な
ど
の
事
業
を
通
じ
て
、
歯
と
口
腔

の
チ
ェ
ッ
ク
や
健
康
づ
く
り
を
行
っ

て
い
ま
す
。

歯
の
健
診
も
忘
れ
ず
に
！

　３
か
月
～
半
年
毎
に
定
期
健
診
を

受
け
る
方
も
増
え
て
い
ま
す
が
、
か

か
り
つ
け
歯
科
医
を
持
っ
て
い
る
方

は
、
健
康
寿
命
が
延
び
る
と
い
う
話

が
あ
り
ま
す
。
歯
茎
か
ら
の
出
血
や
、

歯
が
ぐ
ら
つ
く
な
ど
歯
周
病
が
ひ
ど

く
な
る
前
の
未
病
の
段
階
で
、
改
善

策
を
と
る
こ
と
が
と
て
も
大
事
で
す
。

　
町
で
は
、
40
、
50
、
60
、
70
歳
の

節
目
年
齢
と
、
今
年
度
に
限
り
41
、

42
、
43
、
44
、
45
歳
の
働
き
盛
り
の

方
を
対
象
に
歯
科
健
診
の
ご
案
内
を

し
て
い
ま
す
。
２
月
末
ま
で
で
す
の

で
、
お
早
め
に
お
受
け
く
だ
さ
い
。

健
診
を
機
会
に
か
か
り
つ
け
歯
科
医

を
持
ち
ま
し
ょ
う
。

問
ス
ポ
ー
ツ
健
康
課

　小
川

�

☎
内
線
３
１
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　「
未
病
の
改
善
」
で
、
健
康
寿
命
を
延
ば
す
！

こ
ん
な
時
は
す
ぐ
に
警
察
へ
通
報
を
！

　警
察
官
や
銀
行
関
係
な
ど
を
装
い
、

「
あ
な
た
の
カ
ー
ド
が
偽
造
さ
れ
て

使
用
さ
れ
て
い
る
」
、
「
新
し
い

キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
に
変
更
す
る
必

要
が
あ
る
」
、
「
古
い
キ
ャ
ッ
シ
ュ

カ
ー
ド
を
預
か
り
に
行
く
」、「
手
続

き
に
必
要
な
の
で
、
暗
証
番
号
を
教

え
て
く
だ
さ
い
」
な
ど
、
言
葉
巧
み

に
だ
ま
し
取
ろ
う
と
す
る
手
口
が
急

増
し
て
い
ま
す
。
警
察
官
や
銀
行
関

係
者
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
聞
く
こ

と
は
ま
ず
あ
り
ま
せ
ん
。
お
金
の
話

が
出
た
ら
即
、
警
察
へ
通
報
し
て
く

だ
さ
い
。

　ま
た
、
年
末
は
振
り
込
め
詐
欺
が

増
え
る
時
期
で
す
。
電
話
機
に
自
動

通
話
録
音
機
を
設
置
し
た
り
、
家
族

や
周
り
の
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
密
に
す
る
な
ど
し
て
、
振

り
込
め
詐
欺
被
害
に
遭
わ
な
い
よ
う
、

気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

問
町
民
課

　☎
内
線
２
３
７

　大
磯
警
察
署

　（
72
）
０
１
１
０

被
害
額
が
過
去
最
高
に
差
し
迫
る
勢
い
で
す
！

振
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意
を
！

自分は
だまされない
と思って

いませんか？

中学校給食について
　中学校給食につきましては、多くの町民の皆様にご心配をお
掛けしましたことを、心よりお詫び申し上げます。
　中学校給食は、保護者や学校関係者などの意見を伺う「懇話
会」や生徒や保護者を対象としたアンケート調査などの様々な
機会を設け、より良い方法を模索してまいりました。
　そして、皆様からのご意見をいただく中で、速やかな給食導
入を求める声が多かったことから、調理と配達を業者へ委託す
る「デリバリー方式」での導入を教育委員会が決定し、「食育」と
の考え方から生徒全員給食を基本として開始いたしました。
　しかし、開始当初から残食量の多さや味についてのご指摘を
いただき、献立の改善に取り組みました。それでも残食量は減
らず、昨年の９月からは温かい汁物の試行など、さらなる改善
にも努めてまいりました。
　異物混入につきましては、その多くの原因が特定できなかっ
たことで、それが対応の遅れに繋がり、結果として生徒たちに
精神的な負担を掛けてしまい、たいへん申し訳なく思っており
ます。
　現在は、給食の継続が困難であるとの結論に至り休止してお
ります。生徒たちに「温かい給食を食べさせたい」という気持
ちは皆様と同じであります。
　今後は、校内に新設する「自校方式」、両校一括して調理す
る「センター方式」、また、小学校で調理する「親子方式」の
実現性、整備費用や課題などの調査、また、関係者や関係機関
などからの意見などを踏まえ、大磯町の実情にあった中学校給
食の実現に向けて、教育委員会とともに努力してまいります。

大磯町長　中﨑　久雄


